
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
観察用光源からの光を照明系を介して被検眼の眼底に照射し、眼底からの反射光を結像光
学系を介して結像させ眼底を観察する眼底カメラにおいて、
観察用光源の発光波長を切り替える手段と、
観察用光源の拡散特性を切り替える手段と、
眼底カメラを散瞳型機能と無散瞳型機能に切り替える手段とを設け、
前記散瞳型機能と無散瞳型機能の切り替えに応じて観察用光源の発光波長と拡散特性を切
り替えることを特徴とする眼底カメラ。
【請求項２】
前記照明系を散瞳型照明系と無散瞳型照明系に切り替える手段を設け、前記散瞳型機能と
無散瞳型機能の切り替えに応じて照明系も散瞳型照明系と無散瞳型照明系に切り替えるこ
とを特徴とする請求項１に記載の眼底カメラ。
【請求項３】
散瞳型機能に切り替えたときの観察用光源の拡散特性は、第１の拡散機能を持つ光学素子
を、また無散瞳型機能に切り替えたときの観察用光源の拡散特性は、第１の拡散機能を持
つ光学素子と第２の拡散機能を持つ光学素子を光源光路にそれぞれ配置することにより得
られることを特徴とする請求項１または２に記載の眼底カメラ。
【請求項４】
前記第２の拡散機能を持つ光学素子がスリガラスであることを特徴とする請求項３に記載
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の眼底カメラ。
【請求項５】
前記第２の拡散機能を持つ光学素子が拡散板であることを特徴とする請求項３に記載の眼
底カメラ。
【請求項６】
無散瞳型機能に切り替えられたとき観察用光源からの光を赤外光のみを通過させるガラス
製のフィルタを介して発光波長が切り替えられ、前記第２の拡散機能を持つ光学素子がこ
のフィルタの表面にスリ面加工したものであることを特徴とする請求項３に記載の眼底カ
メラ。
【請求項７】
前記観察用光源の拡散特性が中心部と周辺部において異なることを特徴とする請求項１か
ら６のいずれか１項に記載の眼底カメラ。
【請求項８】
前記観察用光源の中心部の拡散特性が周辺部よりも高いことを特徴とする請求項７に記載
の眼底カメラ。
【請求項９】
観察用光源からの光を照明系を介して被検眼の眼底に照射し、眼底からの反射光を結像光
学系を介して結像させ眼底を観察する眼底カメラにおいて、
観察用光源の発光波長を切り替える手段と、
観察用光源の拡散特性を切り替える手段と、
眼底カメラを散瞳型機能と無散瞳型機能に切り替える手段とを設け、
無散瞳型機能に切り替えられたとき、観察用光源の発光波長が赤外光に切り替えられると
ともに、観察用光源の中心部の拡散特性が周辺部と異なる特性に切り替えられることを特
徴とする眼底カメラ。
【請求項１０】
前記観察用光源の中心部の拡散特性が周辺部よりも高いものに切り替えられることを特徴
とする請求項９に記載の眼底カメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、眼底カメラ、更に詳細には、散瞳型眼底カメラと無散瞳型眼底カメラを一体化
し、両眼底カメラの機能を切り替えることが可能な眼底カメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
光源からの光で照明された眼底からの反射光を結像させ眼底像を撮影するカメラとして、
一般的には散瞳型眼底カメラと無散瞳型眼底カメラが知られている。散瞳型眼底カメラは
、主に可視光の光源を使用し、画角を広く撮影できカメラ自体のアオリ機構をもつことに
より眼底の隅々まで撮影を可能としている。この散瞳型眼底カメラの欠点としては被測定
眼を散瞳する必要があり、被検者に多大の負担を強いることである。一方、無散瞳型の眼
底カメラでは、光源として赤外光を使用することから被検眼を散瞳させる必要はないが、
画角は散瞳型ほど広くなく眼底黄班部を中心に撮影が行なわれ、ピント合わせも可視光を
用いず、赤外光のフォーカス指標を眼底に投影することによりフォーカス制御が行なわれ
ている。また、観察用光源の部分にスリガラスを配置したり、観察用光源の部分に用いら
れるコンデンサーレンズの一面をスリ面にしたりして、観察時の照明ムラ（ランプのフィ
ラメントの像によるものなどや、中心部分が明るすぎるなど）を軽減させる試みがなされ
ている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の眼底カメラでは、上記機能はそれぞれ散瞳型眼底カメラあるいは無散瞳型眼底カメ
ラとして実現されており、観察時においてもそれぞれ可視光、赤外光が専用の観察用光源
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として構成されているので、それぞれの光源専用に上記の照明ムラの軽減を行なえばよか
ったが、両機能が一台で得られるような眼底カメラでは、赤外光の方が拡散性が低いため
、赤外光に合わせて照明ムラを軽減すると、可視光で光量不足となり、また可視光に合わ
せて照明ムラを軽減すると、赤外光で照明ムラが目だってしまう、という問題がある。
【０００４】
本発明の課題は、散瞳型と無散瞳型の機能を備え、簡単な手段により両機能を切り替える
ことが可能な眼底カメラを提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、この課題を解決するために、観察用光源からの光を照明系を介して被検眼の眼
底に照射し、眼底からの反射光を結像光学系を介して結像させ眼底を観察する眼底カメラ
において、観察用光源の発光波長を切り替える手段と、観察用光源の拡散特性を切り替え
る手段と、眼底カメラを散瞳型機能と無散瞳型機能に切り替える手段とを設け、前記散瞳
型機能と無散瞳型機能の切り替えに応じて観察用光源の発光波長と拡散特性を切り替える
構成を採用した。
【０００６】
このような構成によれば、散瞳型機能と無散瞳型機能の切り替えに応じて観察用光源の発
光波長と拡散特性が切り替えられるので、眼底カメラを散瞳型機能と無散瞳型機能のいず
れに切り替えても照明ムラのない良好な眼底観察が可能になる。
【０００７】
散瞳型機能に切り替えたときの観察用光源の拡散特性は、第１の拡散機能を持つ光学素子
を、また無散瞳型機能に切り替えたときの観察用光源の拡散特性は、第１の拡散機能を持
つ光学素子と第２の拡散機能を持つ光学素子を光源光路にそれぞれ配置することにより得
られる。このような構成では、第１の拡散機能を持つ光学素子の拡散機能を散瞳型に合わ
せておき、無散瞳型機能に切り替えた場合に、不足分の拡散機能を第２の拡散機能を持つ
光学素子に持たせることができる。
【０００８】
また、散瞳型機能と無散瞳型機能に切り替えるために、観察用光源の発光波長を可視光と
赤外光に切り替える必要がある。本発明では、これは、例えば可視光と赤外光を含む光源
を用い、可視光透過フィルタあるいは赤外光透過フィルタを観察光源の前の光路に挿入す
ることにより実現している。また、両機能の切替えに応じてフレアーを除去するための照
明系を散瞳型照明系と無散瞳型照明系に切り替える。
【０００９】
第１の拡散機能を持つ光学素子は、例えば、スリガラスあるいは拡散板で実現され、また
第２の拡散機能を持つ光学素子も、例えば、スリガラスあるいは拡散板で実現される。第
２の拡散機能を持つ光学素子は、赤外光透過フィルタがガラス製である場合には、このフ
ィルタの表面をスリ面加工することにより実現することもできる。
【００１０】
また、フォーカス検知を可視光、赤外光とに切り替える。更に、フォーカス検知を可視光
、赤外光とに切り替え、それに連動してファインダー系を接眼レンズとＣＣＤカメラに切
り替える。
【００１１】
また、本発明では、無散瞳型機能に切り替えられたとき、観察用光源の発光波長が赤外光
に切り替えられるとともに、観察用光源の中心部の拡散特性が周辺部と異なる特性に切り
替えられる。このようにすると、眼底カメラを散瞳型と無散瞳型の機能のいずれに切り替
えても照明ムラのない良好な眼底観察が可能になる。
【００１２】
このようにして、散瞳型と無散瞳型の両機能が簡単な切り替え動作で実現できるので、使
用性のよい省スペース型の眼底カメラが得られる。
【００１３】
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【発明の実施の形態】
以下図面に示す実施形態に従って本発明を詳細に説明する。
【００１４】
図１に本発明に係わる眼底カメラを示す。赤外光を含む可視光の光を発生する観察用光源
であるランプＬＡがミラーＭ１の中心に配置され、このランプから発せられた光は、コン
デンサーレンズＬ１、第１の拡散機能を持つ光学素子Ｇ１、フィルタＦ１、コンデンサー
レンズＬ２を経て、全反射ミラーＭ２によって反射され、続いてリレーレンズＬ３、Ｌ４
を経て、中心に穴のあいた穴あき全反射ミラーＭ３で反射されてから、対物レンズＬ５を
経て被検眼Ｅの瞳Ｅｐより眼底Ｅｒに入射される。ここで、第１の拡散機能を持つ光学素
子Ｇ１は、スリガラスあるいは拡散板から構成され、散瞳型として機能したときの観察時
の照明ムラを軽減するのに適する程度の拡散機能を持つように設定しておく。
【００１５】
フィルタＦ１は、可視光のみを通過させるフィルタであり、眼底カメラを散瞳型として使
用するときのもので、無散瞳型眼底カメラとして用いるときには、このフィルタＦ１が、
赤外光のみを通過させるフィルタＦ２と第２の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２に置き換えら
れる。ここで、第２の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２は、同様に、スリガラスあるいは拡散
板から構成され、第１の光学素子Ｇ１の拡散性の不十分さを補う拡散機能を有するもので
、赤外光を適度に拡散させ、赤外光での照明ムラを軽減できる特性を有するものである。
【００１６】
眼底Ｅｒからの反射光は再び瞳Ｅｐから対物レンズＬ５を介して受光され穴あき全反射ミ
ラーＭ３の穴を介して合焦レンズＬ６、結像レンズＬ７を通過し、ミラーＭ４に入射する
。ミラーＭ４で反射された光は、ミラーＭ５で反射されて接眼レンズＬ８により検者Ｓに
観察される。ミラーＭ５は、光路から外せるように構成されており、ミラーＭ５が光路か
ら外された場合には、ミラーＭ４で反射した光束は、ミラーＭ６で反射された後レンズＬ
９を介してＣＣＤ上に結像される。
【００１７】
また、フォーカス検知用の光源ＬＥＤ１とＬＥＤ２が設けられ、これらの光源からの光は
、ミラーＭ７、レンズＬ１０、ミラーＭ８、レンズＬ１１を経て穴あき全反射ミラーＭ３
と結像レンズＬ６間に配置されたミラーＭ９に入射され、穴あき全反射ミラーＭ３、レン
ズＬ５を介して眼底に合焦用のスポット像が形成される。
【００１８】
また、フィルムＦ上に眼底像を撮影するときのために、フィルタＦ１とレンズＬ２間に撮
影用光源であるストロボＳＲが配置される。なお、フィルムＦ上に眼底像を撮影する場合
には、ミラーＭ４を光路から外し、眼底像をフィルムＦ上に導くようにする。
【００１９】
本発明の眼底カメラでは、散瞳型眼底カメラと無散瞳型眼底カメラの両方の機能を実施で
きるようにするために、種々の切り替えが行なわれる。
【００２０】
まず、被検眼Ｅを照明し観察するための光源の発光波長の切り替えが行なわれる。無散瞳
型では、赤外光で眼底を照明しなければならず、ランプＬＡが可視光を含んでいるため、
ランプＬＡからの可視光をカットする必要がある。そのために、可視光のみ通すフィルタ
Ｆ１が、赤外光のみを通過させる赤外透過フィルタＦ２と第２の拡散機能を持つ光学素子
Ｇ２に切り換えられる。即ち、眼底カメラを散瞳型にする場合には、フィルタＦ１が、ま
た無散瞳型にする場合には、第２の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２とフィルタＦ２がそれぞ
れ光路内に挿入される。
【００２１】
ここで、第２の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２は、赤外光の拡散性の不良を補う程度の拡散
機能を有するものである。つまり、赤外光は可視光に比べると拡散性が悪く、可視光用に
合わせた光学素子Ｇ１の拡散性では不十分で、照明ムラが目だってしまう。そこで、光学
素子Ｇ２により光学素子Ｇ１の赤外光に対する拡散性の不十分さを補うような拡散機能を
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持たせる。光学素子Ｇ２は、スリガラスのような簡単な光学素子、あるいはプラスチック
性の拡散板で実現できる。また、赤外透過フィルタＦ２がガラス性である場合には、この
フィルタＦ２の表面をスリ面とすることにより光学素子Ｇ２の代用とすることができる。
【００２２】
次に、フレアーを除去するために、照明系レンズを散瞳型用のレンズＬ３、Ｌ４と無散瞳
型用のレンズＬ３’、Ｌ４’に切り替える。これにより散瞳型照明系と無散瞳型照明系の
切り替えが行なわれる。
【００２３】
更に、フォーカス検知のために、フォーカス指標、すなわち合焦用のスポットが眼底に照
射されるが、散瞳型では、可視光が、また無散瞳型では赤外光が用いられるので、散瞳型
と無散瞳型の切り替えに応じて可視光のフォーカス指標と赤外光のフォーカス指標が切り
替えられる。このために、ミラーＭ７が光路に挿入あるいは光路内から離脱される。フォ
ーカス検知のための光源は、散瞳型では、可視光を発光する発光ダイオードＬＥＤ１が、
また、無散瞳型では、赤外発光ダイオードＬＥＤ２が使用されるので、散瞳型では、ミラ
ーＭ７が光路内に挿入され、一方無散瞳型ではミラーＭ７が光路内から外される。このよ
うにしてこれらの光源からの光がミラーＭ８、Ｍ９を介して眼底に照射され、それぞれ赤
外光あるいは可視光のフォーカス指標であるスポット像が眼底に投射される。
【００２４】
散瞳型では、眼底像が接眼レンズＬ８を通して観察され、それにより合焦操作が行なわれ
る。また、無散瞳型では、ミラーＭ５が光路内から外され、ＣＣＤに結像されるスポット
像を介してフォーカス検知が行なわれる。いずれのタイプでも、合焦は接眼レンズにより
観察しながら、あるいはＣＣＤに結像される像を見ながら検者Ｓが、合焦レンズＬ６、Ｌ
１１を調節することにより行なわれる。
【００２５】
このようにして、散瞳型と無散瞳型の切り替えが行なわれるが、これらの切り替えはすべ
て同時に行う必要があり、しかも簡単に確実に行う必要があるために、図２に図示したよ
うに、散瞳型と無散瞳型を切り替えるスイッチ１０によりオンオフされるロータリーソレ
ノイド等のアクチュエータ１１を介して概略ブロック１２で図示したように、フィルタＦ
１と第２の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２並びにフィルタＦ２間の切り替えを行ない、また
ブロック１３で図示したように、レンズ系Ｌ３、Ｌ４とＬ３’、Ｌ４’の切り替えを行な
うようにし、更に、ブロック１５、１６で図示したように、ミラーＭ５、Ｍ７をそれぞれ
光路内に挿入あるいは光路内から離脱させる。またフォーカス検知時の切り替えは、ブロ
ック１４で図示したように、発光ダイオードＬＥＤ１とＬＥＤ２をスイッチ１０の切り替
えに応じていずれかをオンにするようにする。
【００２６】
次にこのように構成された眼底カメラの動作を説明する。
【００２７】
まず、散瞳型として使用する場合には、スイッチ１０により散瞳型に切り替える。これに
よりアクチュエータ１１が作動してフィルタＦ１、レンズ系Ｌ３、Ｌ４、並びにミラーＭ
５、Ｍ７が光路内に挿入され、また可視光の発光ダイオードＬＥＤ１がオンにされる。可
視光を通過させるフィルタＦ１により眼底Ｅｒは、可視光の光で照明され、一方、可視発
光ダイオードＬＥＤ１により形成されるスポット像が検者Ｓにより観察されて合焦レンズ
Ｌ６を調節することにより焦点合わせが行なわれる。散瞳型では、検者Ｓあるいはフィル
ムＦによる眼底観察あるいは撮影が可能になる。このとき、第１の拡散機能を持つ光学素
子Ｇ１により光源からの可視光は、照明ムラを軽減できる程度に拡散されるので、照明ム
ラの少ない良好な眼底観察あるいは撮影が保証される。
【００２８】
一方、無散瞳型として使用する場合には、アクチュエータ１１がオフにされて、第２の拡
散機能を持つ光学素子Ｇ２と赤外透過フィルタＦ２並びにレンズ系Ｌ３’、Ｌ４’が光路
内に挿入され、ミラーＭ５、Ｍ７が光路内から離脱される。また、赤外発光ダイオードＬ
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ＥＤ２がオンにされる。なお、いずれの場合でも使用しない方のＬＥＤは消灯させておく
。赤外光を通過させるフィルタＦ２により眼底Ｅｒは、赤外光で照明され、一方、赤外発
光ダイオードＬＥＤ２によりＣＣＤに形成されるスポット像により焦点合わせが行なわれ
る。無散瞳型では、散瞳型のように広画角は得られないが、患者に与える負担を軽減させ
て眼底観察並びに撮影が可能になる。また、無散瞳型で撮影しておいて、疑わしいところ
があれば散瞳剤を点眼し散瞳型による撮影を行なうという使用法も考えられる。いずれに
しても、無散瞳型として使用する場合には、第２の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２が挿入さ
れるので、光学素子Ｇ１の赤外光に対する拡散性の不十分さを補うような拡散機能が得ら
れ、赤外光に対しても照明ムラの少ない良好な眼底観察並びに撮影が保証される。
【００２９】
以上説明したような実施形態では、散瞳型と無散瞳型の切り替えに応じて観察用光源の拡
散特性が切り替えられるので、拡散特性を固定にした場合に比較して機能を向上させるこ
とができる。しかし、図３に示すように、中心部（光軸付近）では照明光２０は拡散機能
を持つ光学素子Ｇ１あるいはＧ２に垂直に入射するために、周辺部に比べて透過しやすく
なり、この傾向は特に赤外光では顕著になる。従って、中心部（光軸付近）では十分な拡
散性が得られず、中心部が明るくなりすぎる、という問題が生じる。このため、中心部を
最適な光量に調節すると、今度は周辺が暗くなりすぎる、という問題が発生する。
【００３０】
この点を改良するために、第１の拡散機能を持つ光学素子Ｇ１及び第２の拡散機能を持つ
光学素子Ｇ２に対して中心部の拡散性が周辺部より高い拡散機能を持つ光学素子が使用さ
れる。
【００３１】
このような拡散特性を有する光学素子の例が図４及び図５に図示されている。各図におい
て拡散機能を持つ光学素子３０は、例えば、スリガラスあるいは拡散板で実現され、その
中心部の拡散性が周辺部よりもよいように形成されている。このような拡散特性は、例え
ば、拡散機能を持つ光学素子３０をスリガラスで形成する場合には、図４に示したように
、光学素子３０の中心部のスリ面３０ａを周辺部のスリ面３０ｂよりも荒くすることによ
り実現できる。あるいは図５の例のように光学素子３０の一面を均一なスリ面３０ｂとし
、反対側の面の中心部だけ同様なスリ面３０ｂに形成して実現することもできる。
【００３２】
また、上述した拡散特性は、拡散板を使用する場合は、拡散板の中心部をくり貫きその部
分により高い拡散性の拡散板をはめ込むことによっても実現することができる。
【００３３】
このような拡散特性を有する光学素子３０を第１の拡散機能を持つ光学素子Ｇ１及び第２
の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２に用いることにより上述したような問題を解決することが
できる。
【００３４】
なお、第２の拡散機能を持つ光学素子Ｇ２は、赤外光透過フィルタがガラス製である場合
には、このフィルタの表面に直接図４あるい図５に示すようなスリ面加工を施すことによ
っても実現することができる。
【００３５】
このように、拡散機能を持つ光学素子の拡散特性を中心部と周辺部で異なるようにするこ
とにより、光学素子Ｇ１の赤外光に対する拡散性の不十分さを補うような拡散機能と、中
心部と周辺部で生じた拡散性の差を補うような拡散機能が得られ、赤外光に対しても照明
ムラの少ない良好な眼底観察並びに撮影が保証される。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明では、散瞳型機能と無散瞳型機能の切り替えに応じて観察用
光源の発光波長と拡散特性が切り替えられるので、眼底カメラを散瞳型機能と無散瞳型機
能のいずれに切り替えても照明ムラのない良好な眼底観察が可能になる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の眼底カメラの概略構成を図示した構成図である。
【図２】散瞳型と無散瞳型の機能を切り替える構成を示したブロック図である。
【図３】拡散機能を持つ光学素子の赤外光の中心部と周辺部での拡散性の差を説明した説
明図である。
【図４】本発明による拡散機能を持つ光学素子を示した構成図である。
【図５】拡散機能を持つ光学素子の他の例を示した構成図である。
【符号の説明】
ＬＡ　　　ランプ
Ｆ１　　　可視光透過フィルタ
Ｆ２　　　赤外透過フィルタ
Ｅ　　　　被検眼
Ｓ　　　　検者
ＬＥＤ１　可視光発光ダイオード
ＬＥＤ２　赤外光発光ダイオード
Ｇ１　　　第１の拡散機能を持つ光学素子
Ｇ２　　　第２の拡散機能を持つ光学素子
３０　拡散機能を持つ光学素子
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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